
〔様式６〕

【疾病・感染症対策課】

不利益処分の名称 不正受給者からの不正利得の徴収
◎法令の定め
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４７条第１項

◎処分基準の内容

管理番号：40820

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第47条 偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は、厚生労働大臣
(当該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、そ
の者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

＜法律に基づく給付＞
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第33条
　


